第４号様式別紙

（別紙概要１　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）

１　施設名

２　開設者氏名

３　施設の所在地

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　　　　　　　　　　　円

６　仕入控除税額の概要

（別紙概要２　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）

１　施設名

２　開設者氏名

３　施設の所在地

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　　　　　　　　　　　円

６　仕入控除税額の概要

（１）補助金の使途の内訳（都道府県補助額）

	
	課税の区分

	
	課税仕入使用分
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上

対応分
	非課税売上

対応分
	共通対応分
	
	

	経費の区分
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	


（２）課税売上割合

（３）仕入控除税額（一括比例配分方式、 個別対応方式、課税売上割合95%
以上）※いずれか選択
（別紙概要１　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）

１　施設名

　○○病院
２　開設者氏名

　○○法人△△病院

３　施設の所在地

　○○市△△町１丁目

４　補助事業名

　 生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

　　補助金の使途が非課税仕入に該当するため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。


（別紙概要２　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）


１　施設名

　○○病院
２　開設者氏名

　○○法人△△病院

３　施設の所在地

　○○市△△町１丁目

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

（１）補助金の使途の内訳（都道府県補助額）

	
	課税の区分

	
	課税仕入使用分
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上

対応分
	非課税売上

対応分
	共通対応分
	
	

	経費の区分
	給与費
	
	
	
	423,000
	423,000

	
	委託料
	100,000
	
	642,000
	
	742,000

	
	合計
	100,000
	
	642,000
	423,000
	1,165,000



（２）課税売上割合

　　21,398,000／250,000,000＝0.085592

（３）仕入控除税額（一括比例配分方式）

　　　（100,000＋642,000）×10／110×0.085592＝5,773


（別紙概要２　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）


１　施設名

　○○病院
２　開設者氏名

　○○法人△△病院

３　施設の所在地

　○○市△△町１丁目

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

（１）経費の内訳
	
	課税の区分

	
	課税仕入使用分
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上

対応分
	非課税売上

対応分
	共通対応分
	
	

	経費の区分
	給与費
	
	
	
	423,000
	423,000

	
	委託料
	100,000
	
	2,000,000
	
	2,100,000

	
	合計
	100,000
	
	2,000,000
	423,000
	2,523,000


（２）課税売上割合

　　　21,398,000／250,000,000＝0.085592

（３）仕入控除税額（一括比例配分方式）

1,165,000×{（100,000＋2,000,000）／2,523,000}×10／110×0.085592
＝7,545

（別紙概要２　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）


１　施設名

　○○病院
２　開設者氏名

　○○法人△△病院

３　施設の所在地

　○○市△△町１丁目

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

（１）補助金の使途の内訳（都道府県補助額）

	
	課税の区分

	
	課税仕入使用分
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上

対応分
	非課税売上

対応分
	共通対応分
	
	

	経費の区分
	給与費
	
	
	
	423,000
	423,000

	
	委託料
	100,000
	
	642,000
	
	742,000

	
	合計
	100,000
	
	642,000
	423,000
	1,165,000


（２）課税売上割合

　　21,398,000／250,000,000＝0.085592


（３）仕入控除税額（個別対応方式）

　課税売上対応分　100,000×10／110＝9,090
　　共通対応分　　　642,000×10／110×0.085592＝4,995
　　計　　　　　　　9,090＋4,995＝14,085

（別紙概要２　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）

１　施設名

　○○病院
２　開設者氏名

　○○法人△△病院

３　施設の所在地

　○○市△△町１丁目

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

（１）経費の内訳

	
	課税の区分

	
	課税仕入使用分
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上

対応分
	非課税売上

対応分
	共通対応分
	
	

	経費の区分
	給与費
	
	
	
	423,000
	423,000

	
	委託料
	100,000
	
	2,000,000
	
	2,100,000

	
	合計
	100,000
	
	2,000,000
	423,000
	2,523,000



（２）課税売上割合

　　　21,398,000／250,000,000＝0.085592

　　　

（３）仕入控除税額（個別対応方式）

課税売上対応分1,165,000×（100,000／2,523,000）×10/110＝4,197
共通対応分　1,165,000×（2,000,000／2,523,000）×10/110×0.085592＝7,185
計　　　　　4,197　+　7,185　＝11,382



（別紙概要２　生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金）

１　施設名

　○○病院
２　開設者氏名

　○○法人△△病院

３　施設の所在地

　○○市△△町１丁目

４　補助事業名

　生産性向上・職場環境整備等支援事業
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要（課税売上割合95%以上）
　　１，１６５，０００　×10／110＝１０５，９０９

記 入 例


返還なし





返還がない場合（仕入控除税額がない場合の記入例）





県から交付を受けた額を記入してください。





他に、


・公益法人等であり、特定収入割合が５%を超えるため、…


・簡易課税方式により申告したため、…


・補助対象経費が人件費等の非課税仕入のみであるため、…


・仕入控除税額の計算を個別対応方式により行い、かつ、補助金の使途がすべて「非課税売上にのみ要する課税仕入」に該当するため、…


・消費税の申告義務がないため、…


など、該当するものを記入してください。


※　仕入控除税額がある場合は「返還がある場合」の記入例を参考に記入してください。





返還がある場合（仕入控除税額がある場合の記入例①）


※ 補助金の使途が明確で、一括比例配分方式で申告


　（課税売上割合９５％未満）





記入例①


明確・一括・95％未





交付を受けた補助金額の使途を下記６のように分けることができる場合。





県から交付を受けた額を記入してください。





申告書付表２で課税仕入税額を計算する際、課税売上割合を端数処理していれば、その値を。


端数処理していなければ、切り捨てない値を記入





一括比例配分方式で申告している場合の算出例です。他の方式（個別対応方式等）の場合はその計算方法にしたがってください。





円未満切捨て





記入例②


不明確・一括・95％未





返還がある場合（仕入控除税額がある場合の記入例②）


※ 補助金の使途が不明確で、一括比例配分方式で申告の場合


　（課税売上割合95％未満）





交付を受けた補助金額の使途を分けることができない場合。（６には補助対象経費の内訳を示します。）





県から交付を受けた額を記入してください。





申告書付表２で課税仕入税額を計算する際、課税売上割合を端数処理していれば、その値を。


端数処理していなければ、切り捨てない値を記入





一括比例配分方式で申告している場合の算出例です。他の方式（個別対応方式等）の場合はその計算方法に従ってください。





円未満切捨て





返還がある場合（仕入控除税額がある場合の記入例③）


※ 補助金の使途が明確で、個別対応方式で申告


　（課税売上割合９５％未満）





記入例③


明確・個別・95％未





交付を受けた補助金額の使途を下記６のように分けることができる場合。





県から交付を受けた額を記入してください。





申告書付表２で課税仕入税額を計算する際、課税売上割合を端数処理していれば、その値を。


端数処理していなければ、切り捨てない値を記入





個別対応方式で申告している場合の算出例です。他の方式の場合はその計算方法にしたがってください。





円未満切捨て





記入例④


不明確・個別・95％未





返還がある場合（仕入控除税額がある場合の記入例④）


※ 補助金の使途が不明確で、個別対応方式で申告の場合


　（課税売上割合95％未満）





交付を受けた補助金額の使途を分けることができない場合。（６には補助対象経費の内訳を示します。）





県から交付を受けた額を記入してください。





申告書付表２で課税仕入税額を計算する際、課税売上割合を端数処理していれば、その値を。


端数処理していなければ、切り捨てない値を記入





個別対応方式で申告している場合の算出例です。他の方式の場合はその計算方法に従ってください。





円未満切り捨て





記入例⑤


95％以上





返還がある場合（仕入控除税額がある場合の記入例⑤）


課税売上割合が95％以上の場合





県から交付を受けた額を記入してください。





円未満切り捨て








